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あいさつ 
 
 
この事業は、公益社団法人全国公立文化施設協会が文化庁から委託を

受け、劇場・音楽堂等の職員を対象に、障害者等による文化芸術活動の

推進を目的とした人材養成講座を実施しました。施設職員の経験値に

応じた研修を通じて、共生社会に対する意識の醸成と、専門性を持った

人材の育成を図りました。 

本研修を通して、劇場・音楽堂等において共生社会（障害者による文化

芸術活動）を意図した取組が活性化し、共生社会の実現に向けて劇場・

音楽堂等が寄与することを願っております。  

末筆ながら、本事業の実施にあたり、ご支援、ご協力いただきました関

係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。 

 

 
 

令和７年３月 
公益社団法人全国公立文化施設協会 
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事業概要 
 
 
 

事 業 名 令和 6 年度 障害者等による文化芸術活動推進事業 
「劇場・音楽堂等による共生社会実現のための人材養成講座」 

事業期間 令和 6 年 4月 17 日（水）～ 令和 7年 3月 31日（月） 

事業目的 劇場・音楽堂等の職員を対象に障害者による文化芸術活動の推進に対する研修を行う。
施設職員の経験値に応じた 3 つの段階（Step）に分け、段階に応じた研修を実施し、
共生社会に対する意識の醸成と専門性をもった人材の育成を行う。これにより、劇場・
音楽堂等において障害者が芸術文化活動に参加するための環境が整備されること、共
生社会（障害者による文化芸術活動）を意図した取組が活性化することを目的とする。
そして、劇場・音楽堂等が共生社会をはぐくむ場として機能し、障害者のウェルビー
イングと地域の共生社会の実現に寄与することを目指す。 

対 象 者 劇場・音楽堂等の職員 

事業概要 劇場・音楽堂等の職員を対象に 3 つの段階（Step）に分け、段階に応じた研修を行う。 
Step1： 劇場・音楽堂等のすべての職員を対象に、障害者等による文化芸術活動の推

進の意義と合理的配慮について学ぶ。 
Step2： 劇場・音楽堂等の職員で障害者を対象とした鑑賞、創造、発表、交流等の事業

を実施したことがない、又は主な担当として実施をしたことがない方を対象
に、障害者を対象とした事業を実施するために必要な基礎知識を学ぶ。 

Step3： 劇場・音楽堂等の職員で障害者を対象とした鑑賞、創造、発表、交流等の事業
を実施している方を対象に、事業実施に対し個々の課題の解決とより効果的
な事業とするための方策を考える。 

企画検討委員 尾上 浩二 NPO法人 DPI（障害者インターナショナル）日本会議 副議長 
柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 
 出雲市芸術文化振興アドバイザー 
白神 ももこ 振付家・演出家・ダンサー 
 富士見市民会館キラリふじみ 芸術監督 
鈴木 京子 公益社団法人全国公立文化施設協会 コーディネーター 
 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ  
 プロデューサー 

  



4 

プログラム 
 
 
 
Step1 すべての職員向け 
    ー障害者による文化芸術活動の推進に関する意義や理解を深めるプログラムー 
▶全職員向け研修会 
東北 
(福島県) 

講演 「地方劇場が障害のある人たちの鑑賞支援に取り
組んでいくために～いわきアリオス、荘銀タク
ト鶴岡、希望ホールの事例とともに～」 

南部 充央 
一般社団法人日本障害者舞台芸術協働機構 代表理事 

事例発表① 「パティオバリアフリー事業の取組み～今
日から始める「バリアフリー」最初の一
歩～」 

戸谷田 知成 
一般財団法人ちりゅう芸術創造協会 事務局長補佐 兼 管理係長 

事例発表② 「体験談「はじめて取組んだバリアフリー
演劇」」 

郷家 俊哉 
須賀川市立たけのこ園 園長（福島県立視覚支援学校 前校長） 

枝松 雄一郎 
公益財団法人福島県文化振興財団 文化推進課 副主査 

ディスカッション 「情報保障支援の課題と可能性」 南部 充央、戸谷田 知成、郷家 俊哉、枝松 雄一郎 

新潟県 講演 「「みんなで一緒に舞台を楽しもう」を作るために」 廣川 麻子 
NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク 理事長 

三重県 事例発表 「つながりを作る劇場」 澤村 潤 
可児市文化創造センターala プロデューサー 

講義・ケースワーク 
 「障害特性／合理的配慮と環境整備～多様な人が参加

できる劇場とは～」 

鈴木 京子 
国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ 
プロデューサー 

広島県 講演 「障害のある人の芸術文化活動を支える法的基盤
と実際」 

長津 結一郎 
九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 

事例発表 「アクロス福岡における社会包摂事業の取組
み～芸術×福祉 九州・沖縄ネットワーク会
議における人材養成～」 

添嶋 麻里 
公益財団法人アクロス福岡 事業部 事業グループ 芸術文化チーム  
ディレクター 

クロストーク 「最初の一歩を踏み出すために」 長津 結一郎、添嶋 麻里 
川崎 久司 
JMS アステールプラザ 事業担当主幹 

高知県 講演 「文化・芸術体験へのアクセスをデザインする―
合理的配慮について知る・学ぶ」 

鈴木 智香子 
独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター ラーニンググループ 
研究員 

事例発表 「いわきアリオス ユニバーサルデザインの
取り組みについて」 

田中 理紗 
いわき芸術文化交流館アリオス 企画協働課 地域連携グループ サブチーフ 

クロストーク 鈴木 智香子、田中 理紗 

熊本県 「公共ホールが地域をささえる」 吉野 さつき 
愛知大学文学部 教授 

嶺 浩子 
熊本県立劇場 施設サービスグループ 

本田 恵介 
宇土市民会館 館長 
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▶合理的配慮に関するワークショップ 
神奈川県 講義 

 「改正障害者差別解消法と合理的配慮」 
尾上 浩二 
NPO法人 DPI（障害者インターナショナル）日本会議 副議長 

 ワークショップ 
 「障害者と共に考える劇場体験」 

尾上 浩二 
NPO法人 DPI（障害者インターナショナル）日本会議 副議長 

アドバイザー： 
和田 剛 
社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 
文化事業課長／障害者スポーツ文化センターラポール上大岡 管理運営課担当課長 
神奈川県障がい者芸術文化活動支援センター 協力委員 

金子 真美 
社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 
聴覚障害者情報提供施設 聴覚障害支援員 
一般社団法人日本演出者協会 社会包摂部員 

石川 絵理 
NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク 事務局長 

Ko-sei 
シンガーソングライター 

亀井 由美子 
介助者（保護者） 

美月 めぐみ 
バリアフリー演劇結社ばっかりばっかり所属俳優 

鈴木 橙輔 
バリアフリー演劇結社ばっかりばっかり主宰 

 
Step2 初心者向け講座  
    ー取組を行うために必要となる基礎的な知識・能力を得るためのプログラムー 
第 1回 「膨らむ仕事、どう楽しむ―劇場・音楽堂と

社会包摂」 
谷本 裕 
沖縄県立芸術大学音楽学部 教授 

第 2回 「障害特性と合理的配慮」 鈴木 京子 
国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

第 3回 「事業企画の基礎」 鈴木 京子 
国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

第 4回 「事例研究：障害者芸術文化活動の実践と
協働」 

西川 賢司 
社会福祉法人グロー 専務理事 

北村 成美 
ダンサー・振付家、湖南ダンスカンパニー ディレクター 

第 5回 「事業を企画する」（ワークショップ） 鈴木 京子 
国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

ファシリテーター：上岡 亜希 
国際障害者交流センター ビッグ・アイ ディレクター 
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Step3 経験者向け講座 ー施設・団体・地域等において取組の中心的な役割を担うために必要 
 となる知識・能力を得るためのプログラムー 
プレ講座  柴田 英杞 

公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

ファシリテーター： 
渡部 和哉 
公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 芸術事業課課長補佐 兼 共生
社会担当副主幹 

和田 久美子 
公益財団法人川崎市文化財団 事業企画課担当係長 

第 1回 「社会包摂の概念と事業の目的設定」 
（ワークショップ） 

柴田 英杞 
公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

ファシリテーター： 
渡部 和哉 
公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 芸術事業課課長補佐 兼 共生
社会担当副主幹 

和田 久美子 
公益財団法人川崎市文化財団 事業企画課担当係長 

第 2回 「鑑賞サービスを進めていくために」 南部 充央 
一般社団法人日本障害者舞台芸術協働機構 代表理事 

第 3回 「組織の体制、連携を考える」 中村 雅之 
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 横浜能楽堂 芸術監督 

秦野 五花 
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 横浜能楽堂 担当リーダー 

第 4回 「どのような「参加」を実現したいのか」 吉野 さつき 
愛知大学文学部 教授 

第 5回 「事業評価（ロジックモデル、指標）を考える」 柴田 英杞 
公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

第 6回 「まとめ・成果発表に向けて」 柴田 英杞 
公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

 

成果発表・受講生交流会 

Ⅰ 事例発表会  
 ・リラックスパフォーマンス 

 《公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団》 
小山 久美 
スターダンサーズ・バレエ団 代表・総監督 

・やってみようプロジェクト 
 《公益社団法人日本劇団協議会》 

福島 明夫 
公益社団法人日本劇団協議会 専務理事 

島袋 寛之 
TEAM SPOT JUMBLE 俳優・演劇ワークショップファシリテーター 

喜舎場 梓 
舞台制作・演劇ワークショップコーディネーター 

・「劇場って楽しい!!」ほか県内での展開 
 《公益財団法人熊本県立劇場》 

佐藤 奈々絵 
公益財団法人熊本県立劇場 事業グループ 

Ⅱ 成果発表会 
・初心者向け講座  
・経験者向け講座  

柴田 英杞 
公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

鈴木 京子 
国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ  
プロデューサー 

Ⅲ 受講生交流会  
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Step1 全職員向け研修会 
 

目  的 共生社会の実現（障害者の芸術活動推進）に対する法律、意義、合理的配慮についての啓
発を行い、実施を促す。 
（発表を通した事例の普及、発表者の人材育成） 

対 象 者 施設管理責任者をはじめとする、劇場・音楽堂等のすべての職員 
（興味のある方どなたでも） 

共催募集 都道府県の公立文化施設協議会単位で募集をし、実施先を決定した。 
募集期間：令和 6年 4月 25 日（木）～ 5月 15日（水） 

開催日時／ 
会  場 

・東北研修会 
 令和６年12月２日（月）／ コラッセふくしま 福島県福島市三河南町 1-20 
 
・新潟県研修会 

 令和７年２月６日（木）／ 新潟県民会館 新潟県新潟市中央区一番堀通町 3-13 
 
・三重県研修会 

 令和７年１月15日（水）／ 三重県総合文化センター 三重県津市一身田上津部田 1234 
 
・広島県研修会 
 令和７年１月10日（金）／ JMS アステールプラザ 広島県広島市中区加古町 4-17 
 
・高知県研修会 
 令和６年11月19日（火）／ 高知県立県民文化ホール 高知県高知市本町 4-3-30 
 
・熊本県研修会 
 令和６年12月６日（金）／ 宇土市民会館 熊本県宇土市新小路町 123 

受講者数 257 名 
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劇場・音楽堂等による共生社会実現のための人材養成講座 
東北研修会 

 
 令和６年１２月２日（月） 13：30～16：40 
 コラッセふくしま 多⽬的ホール 
 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、福島県公立文化施設協議会 

 公益財団法人福島県文化振興財団 

 福島県、福島県教育委員会 

 福島県文化振興課、福島県障がい福祉課、福島県男女共生課、福島県社会教育課、 
福島県特別支援教育課、社会福祉法人福島県社会福祉協議会、 
公益社団法人福島県視覚障がい者福祉協会、一般社団法人福島県聴覚障害者協会 

 南部 充央 氏 （一般社団法人日本障害者舞台芸術協働機構 代表理事） 
 戸谷田 知成 氏（一般財団法人ちりゅう芸術創造協会 事務局長補佐 兼 管理係長） 
 郷家 俊哉 氏 （須賀川市立たけのこ園 園長（福島県立視覚支援学校 前校長）） 
 枝松 雄一郎 氏（公益財団法人福島県文化振興財団 文化推進課 副主査） 
 

 

南部 充央 氏 

コロナ禍において芸術・文化は改めて不要不急ではなく、すべての国民にとっ
て生きるために必要なものと言われた。当然ながら障害者も国民の中には含ま
れている。しかし、劇場・音楽堂における障害者文化芸術の実態は、認識・意
識と実行との間に大きな乖離があると思う。このことを改善していくためには、
地方劇場の実施率を上げていく必要がある。その実行例として、山形県鶴岡市
にある荘銀タクト鶴岡が 2024 年 2 月に実施した取組事例を紹介する。 
荘銀タクト鶴岡は、耳が聞こえない／聞こえにくい人を対象に補聴システム

とポータブル字幕サービスを提供してワンコインコンサートを実施した。劇場の職員ほぼ全員が当該事
業に関わり、準備段階のヒアリングや研修、勉強会を通して指針や目的の確認、障害についての基礎知
識の共有、福祉関係部署との連携を進めた。 
次に本公演の前段階として地域の高校の吹奏楽部のミニコンサートを開催し、当事者や福祉関係者を

招いて意見を聞いたり、コンサート中に補聴システムが聞こえやすい場所を探す検証をした。その上で
さらに本番を想定した技術スタッフの技術研修と、運営スタッフ、ボランティアの運営研修を行った。 
リハーサルでは地域福祉団体を招いた体験会を実施し、アーティストにも鑑賞サービスを体験しても

らった。アーティストに事前に意図を伝えておくのは大切である。その後、本番が行われ、振り返りを
経て次年度の事業計画も立てられた。 
事業を通して施設の職員の心境が変化した。実施前は自分たちにこの事業ができるか不安になってい

たが、実施後は「障害のある方が排除されない環境を作っていくという施設の方針を打ち立てることが
できた」と話してくれた。専門家の支援を受けながら、自分たちで継続的にできる方法を探すことが大
切だと思う。  

開催日時 
会  場 

主  催 
共  催 
後  援 

協  力 

講  師 

講演 地方劇場が障害のある人たちの鑑賞支援に取り組んでいくために 
 〜いわきアリオス、荘銀タクト鶴岡、希望ホールの事例とともに〜 …いわき市、鶴岡市、酒田市 
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戸谷田 知成 氏 

知立市では総合計画に共生社会の実現に向けた施策が謳われ、また、2021 年
に策定された文化芸術推進基本計画でも障害のある方の文化芸術への参加機会
の充実が重点施策となっている。パティオ池鯉鮒は、文化芸術の関連法規や市
の条例・計画を意識し、障害者、外国籍住民を意識した事業企画を積極的に取
り入れている。初めてのバリアフリー事業は、2016 年度に地元の知立障がい
フォーラム「リング C」（身体障害、聴覚障害など 5 つの障害者団体のフォーラ
ム）と一緒に取り組んだハートフルコンサートである。団体から相談を受け、
我々の専門性を活かしながら、何ができるか互いのアイディアを出し合い、字幕、映像、手話通訳、要
約筆記の鑑賞サポートを行った。次に 2018 年度には演劇ユニット iaku による「粛々と運針」を上演。
この公演では日本語字幕と作品の補足資料を劇場で作成した。またアフタートークにも手話通訳や要約
筆記を取り入れた。愛知県芸術劇場・SPAC 共同企画で上演した「寿歌（ほぎうた）」では視覚サポート
として触る舞台美術模型を作り開演前に舞台説明を行った。その後も「リング C」と協同する「草の根
フェスティバル」とバリアフリー公演を中心に毎年鑑賞サポート付き公演を開催している。バリアフリー
事業として実施するそれぞれの公演で賛同とご意見をいただき、手応えを感じている。 
ぜひバリアフリー公演の現場に行っていただきたい。準備段階から見てもらうと学ぶことが多いと思

う。すでに取組を始めている当劇場でも、ご意見をいただき一つ一つそれを消化しながらバリアフリー
事業を続けている。一歩を踏み出し、続けることに意義があると考えている。地域住民の皆様に開かれ
た劇場ということを意識して今後も事業活動を展開していきたい。 
 
 

 

 郷家 俊哉 氏 枝松 雄一郎 氏 

枝松 2023 年 10 月、福島県文化振興財団主催でパル
セいいざか（福島市飯坂温泉観光会館）において東
京演劇集団風によるバリアフリー演劇「Touch～孤
独から愛へ」を上演した。福島県立視覚支援学校な
ど 7 校の生徒・職員 284 名、一般 94 名の計 378 名
にご覧いただいた。上演に際し、舞台説明、舞台手
話通訳（舞台に登場し役者とともに動いて手話でス
トーリーを表現）、バリアフリー字幕、ライブ音声ガイド、バックステージツアー、点字資料、車いす
席の増設などの情報保障を行った。 
学校と連携して公演を実現するまでのプロセスは、まず、当時、福島県立視覚支援学校の校長だっ

た郷家先生を訪ね相談をした。各学校からの参加意向を取りまとめていただき、福島県視覚障がい者
福祉協会、福島県聴覚障害者協会などに事業の概要を説明して協力を仰いだ。その後、学校とスケ
ジュールを調整するなどして、公演を迎えた。 

事例発表① パティオバリアフリー事業の取組み 
 ～今日から始める「バリアフリー」最初の一歩～ …愛知県知立市 

事例発表② 体験談「はじめて取組んだバリアフリー演劇」 …福島県 
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郷家 全盲の生徒や車いすの生徒を舞台にあげていただき、自分で触って確かめることができ、舞台の
全体像がわかったという意見が聞かれるなど、バックステージツアーが好評だった。子どもたちを外
に連れていき、参加させることへの不安があったが、最大限の配慮をしていただき大変良かった。生
徒たちがこれまで経験したことのない事業に触れ、さまざまな知見を得られた。教育的効果も上がっ
たと思う。 

枝松 学校との連携にあたり、さまざまな方にご教授いただき、大きな問題もなく実施できて一安心
した。 

【ディスカッション】 

南部 バリアフリー公演を実際に実施してみて感じたことをお話しいただければと思います。 
戸谷田 これまで劇場との距離があった多くの方に喜んでいただけたことが良かったです。一度開催す
るとさまざまな意見が出てきます。それが新たな課題を生み、それに向き合うことが劇場の将来の活
動につながっていくのだと感じました。 

枝松 当初の心配は杞憂だったなと思いました。郷家先生をはじめ事前に多くの学校や福祉団体さんと
情報を共有してきたこともあるのでしょうが。生徒さんのアンケートでは、演劇をみたのは初めて、
自分でもやってみたいという意見がありました。実施した我々もさまざまな団体さんと関係を築ける
など、得られたものは大きかったです。 

郷家 最初は不安がありました。上演中に大声を出したり、外に出ていく生徒がいるかもしれないと。
しかし、教員が心配していたようなことはまるでありませんでした。生徒が卒業後も、文化芸術に触
れる道筋を作る貴重な体験となり、感謝しております。 
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劇場・音楽堂等による共生社会実現のための人材養成講座 
新潟県研修会 

 
 令和７年２月６日（木） 13：10～14：45 
 新潟県民会館 小ホール 
 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、 
公益財団法人新潟市芸術文化振興財団（新潟県民会館）、新潟県公立文化施設協議会 

 廣川 麻子 氏 
（NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク 理事長） 

 

 

廣川 麻子 氏 

衝撃を受けたロンドンの観劇サポート 

私は学生時代から演劇を始め、2009 年にロンドンに留学した。そこで観劇サ
ポートが充実していることに衝撃を受けた。舞台を楽しむための観劇サポート
には、手話通訳、字幕、音声ガイドなどがあるが、現地ではほとんどの劇場に
それらがある。サポートを示すロゴマークもあり、美術館や観光地でもこのマー
クを見ることができる。また、ロンドンの劇場公演情報のサイトでは、サポー
ト付きの公演情報や劇場のアクセシビリティ情報が掲載されている。日本も同
じようになるといいと思い、2013 年、NPO 法人シアター・アクセシビリティ・
ネットワーク（以下ＴＡ-net）を立ち上げた。 
まず行ったのは大規模なアンケートである。「劇場に行かない理由」を、聴こえる人 600 人、聴こえな

い人 400 人に聞いた。その結果、聴こえる人が劇場に行かないのは「忙しいから」などの理由が多かっ
たが、聴こえない人は「思いどおりに楽しめないと思うから」が多かった。「何を言っているのかわから
ない」「台詞や音楽が聞こえない」などのコメントがあった。当時は、芝居の内容を知るにも事前に台本
を特別対応で貸出してもらっていた。公演中に広げてはいけないことから、あせって内容を把握してい
た。聴こえない人が聴こえる人の演劇を観るなんておかしいと言われたことさえある。 

2014 年、ＴＡ-net が行ったのは、アクセシビリティ公演情報サイトの開設である。このサイトには、
演目とともに劇場の観劇サポートを細かく載せている。手話通訳、字幕、音声ガイドはもちろん、受付
での筆談対応やメール・FAX での問合せ対応など、できることから少しずつ取り組んでほしいという思
いから詳細な情報をサポート項目として記載した。また、希望するサポート付きの公演を時期や場所で
絞り込むサービスや、公演情報をまとめたメルマガ配信なども行っている。 
観劇サポートの中でも字幕サービスは取り組みやすく、近年劇場で導入する事例が増えている。“聞こ

える人も聞こえない人も見て楽しめる字幕を”ということで、声の雰囲気を字幕に反映する取組もある。
宮沢賢治の作品では、「どう」「ブーッ」などのオノマトペを太字のデザイン的なフォントにしたり、絵
文字を付けて表示した。また、誰が話しているかわかるようにセリフを色分けし、2 人同時に話すとき
は 1 つの字幕に 2 色を上下に重ねて表示するなど、見て楽しい字幕を心がけた。  

開催日時 
会  場 

主  催 

講  師 

講演 「みんなで一緒に舞台を楽しもう」を作るために 
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舞台手話通訳を育成 

ＴＡ-net では、2018～2021 年度にかけて日本財団助成のもと「舞台手話通訳養成講座」を行った。横
浜・札幌・大阪・仙台・豊橋・福岡の 6 ヶ所で合計 33 名が受講した。舞台手話通訳は一般的な手話通訳
とは異なる。手話通訳は講演会や記者会見、病院などで活動し、リアルタイムで情報を瞬時に手話に変
換する。それに対して舞台手話通訳は、稽古の時間を取って、俳優やスタッフと一緒に調整して作品を
翻訳、本番では舞台で表現する。 
舞台手話通訳の仕事の流れは、まず演出家、俳優などとともに稽古に参加する。“間”を読み、俳優の

演技を録画してテンポを合わせるなどの準備をする。大切にしているのは、台本を読み込み、作品が何
を言いたいのかを理解すること。そして作品の世界観を大事にしながら手話にする。考えた手話表現の
意味が通じるかどうかは重要である。そのため、ろう者の手話監修者などと集まり翻訳を検討する。そ
の後ゲネプロでは、ろう者モニターに参加してもらい、まったく台本を知らない状態で観てわかるかど
うか検証してもらう。そうした工程を経てようやく本番に至る。 
舞台手話通訳にとって、俳優の演技を活かす工夫も大切である。俳優の声や発声の様子を伝えるため

に、小さい声の人は手話も小さく、大きい声は大きくして声のニュアンスを伝えている。 
2024 年 11 月、新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあで、演劇「メゾン」が上演された。これは舞台手

話通訳養成講座のために書き下ろしてもらった作品である。家族のストーリーで出演者は 3 人、上演時
間は 30 分。会話にも独り言や 3 人でやり合うシーンなどを入れ、通訳の表現を磨けるように制作され
ている。初演は 2019 年、その後三重県、香川県などで上演された。公演を企画すると地域の劇団やサ
ポート団体とのつながりが深まる。公演の半年前に現地を訪問、打ち合わせを重ね、公演前日には施設
で接遇ワークショップを職員向けにも実施、当日観客をスムーズに迎え入れることができた。本番は 1
時間前から並ぶ方も出るほど盛況で、嬉しい悲鳴が出た。 
 
劇場の建て替えはアクセシビリティ推進のチャンス 

近年、建て替えを考える施設が増えている。それはアクセシビリティを推進するチャンスだと思う。
ＴＡ-net では 2 万人以上の署名をオンライン署名サイトで集めた。新・帝国劇場の建設をめぐっては、
「劇場のバリアフリーを強化」という記事が朝日新聞など 11 の媒体に掲載された。新・帝国劇場のイメー
ジ動画には車いすユーザーや字幕を見ている人の姿が描かれている。10 年前にはとても考えられなかっ
たことで嬉しく思う。 
サポート付きの観劇提供はまだまだ道半ばだが、機会を増やしていこうと考えることが大切だ。それ

は新たなお客様を創り出していくことにもつながると思う。 
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劇場・音楽堂等による共生社会実現のための人材養成講座 
三重県研修会 

 
 令和７年１月１５日（水） 14：00～16：15 
 三重県総合文化センター内 
三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 セミナー室 A 

 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、三重県公立文化施設協議会、 
公益財団法人三重県文化振興事業団（三重県総合文化センター） 

 澤村 潤 氏（可児市文化創造センターala プロデューサー） 
 鈴木 京子 氏 

（国際障害者交流センタービッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー） 
 

 

澤村 潤 氏 

本日は、劇場と社会の状況、アーラの取組を知っていただき、ぜひ皆さんの
劇場でも実践していただきたいと思っている。2012 年に劇場法が制定され、劇
場は社会参加の機会を開く社会包摂の機能を有する基盤であると定義された。
しかし現在、私たちをめぐる社会は、地域や人とのつながりがひどく希薄になっ
ている。家族の細分化、非正規雇用者が増加し企業も個人を守れない社会になっ
ており、内閣府による孤独に関するアンケートでは孤独を感じる人が 40 パー
セントに上っている。 
このような社会状況下、劇場ができることは、文化芸術の力を使って地域につながりを作り、自己肯

定感を高めるようなプログラムを実施していくことだ。劇場がつながりの輪を作っていくことで誰一人
取り残さない共生社会を実現していこうというのが私たちアーラのミッションとなっている。その一つ
の試みとして、2016 年から「みんなのディスコ」という事業を実施している。障害のある人も健常者も
関係なく、それぞれの存在を認め合い楽しさを分かち合うような場を作れないかと構想した。事業の趣
旨を丁寧に説明しながら人脈を作り、DJ や MC の方のアドバイスをいただきながらプログラムを作っ
ていった。チラシを手作りし、可児市近隣の障害者施設を 10 か所くらい回り、企画を説明して入所者の
方に配ってもらえるようお願いした。迎えた本番当日は約 100 名の方が集まり、障害者も健常者も、大
人も子どもも関係なく、みんなが手を取り合って輪になって踊るという奇跡的な盛り上がりを見せた。 
この企画の良いところは、いろんな形で肉付けできることである。会場に飾る大きな絵を親子ワーク

ショップで描き、アート体験と親子のつながりの場にもなった。高校のダンス部の講師からスタッフが
ステップを習うことで、高校生と地域のつながりを作ったり、ボランティアにもファッションショー用
の衣装やかぶり物を準備してもらうなど、関わりを持ってもらった。昨年にはドラァグクイーンの方に
来ていただき、障害の有無だけではなく、性の多様性や豊かさをライブで体験してもらった。ダンスの
先生は「障害のある方々が本当に楽しそうに踊っている姿を見て改めて音楽に乗って素直に踊ることの
楽しさを実感した」という感想を漏らした。劇場はトップレベルの芸術活動から地域の教育、福祉、多
文化共生やまちづくりといった文脈の活動が求められており、その懐の深さが劇場の魅力なのではない
か。ぜひ皆さんと一緒にそういった地域の劇場を創っていきたい。  

開催日時 
会  場 

主  催 

講  師 

事例発表 つながりを作る劇場 
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鈴木 京子 氏 

私のいるビッグ・アイは文化施設ではなく福祉施設である。しかし、ホール
があるので 2002年の開設当初より障害のある方の文化芸術活動の支援、サポー
トをする事業を行っている。私自身は福祉について何も知らない中で飛び込ん
でおり、まずはやってみることが大切だと思っている。 
障害とは何かと考える上で、障害のある人が日常生活で直面する障壁が 4 つ

ある。物理的障壁、制度的障壁、文化・情報面の障壁、意識上の障壁である。
障害者の人口比率は年々増加している。高齢化や発達障害の理解が広がり、診
断されるケースも増えていることも要因の一つとなっている。そして障害のある人それぞれの特性に応
じた配慮が必要となる。 
聴覚・言語障害のある方は約 379,000 人、手帳不所持者を含むとさらに多くの人がいる。外見からで

はわからない、聞こえ方もさまざまであるなどが特徴である。これらの方に対する配慮には、音声アプ
リや手話通訳や文字情報、筆談などが有効となる。またピクトグラムやコミュニケーションボードなど
視覚情報を併用することも有効である。「筆談ができます」というマークを表示するだけでも聞こえない
方は安心できる。こちらからアクションを起こすことも大事だ。 
視覚障害のある方は約 273,000 人（視力障害・視野障害・色覚障害・光覚障害を含む）。聴覚に障害の

ある人と同じで見え方も人によって異なる。いきなり体に触れず、まずは自分がどこの誰かを伝えてか
ら話しかけることが重要である。情報を補うものとしては、点字、音声読み上げアプリやユニボイスな
どの音声コードがある。反転文字、フォントを大きくするといった工夫もある。 
肢体不自由の方は約 1,581,000 人。病気や先天性の要因によって身体の動きに関する機能が損なわれ、

歩行や筆記など日常生活に困難のある方々だ。肢体不自由というと車いす利用の人と思いがちだが、上
肢が不自由な方、クラッチを利用すれば歩行できる方など、その状態は多様である。肢体不自由に加え
て他の障害が重複している場合もあり、どんなサポートを必要としているかを尋ねることが大切である。 
近年増加している発達障害は、境界線がとてもあいまいなため、障害の種別ではなく個人の特性に目

を向ける必要がある。ビッグ・アイでは「知的・発達障害児（者）に向けての劇場体験プログラム」を
さまざまな地域の劇場と連携して実施している。事業を開始してから 10 年になるが、劇場でコンサー
トを聴くことが手の届かないことのように思っている人がいかに多いか実感した。そのハードルを下げ
るために劇場体験プログラムを続けている。障害のある子どもの親も「劇場に迷惑をかけるのではない
か」と心理的な障壁を感じている。その障壁を取り払えるようなプログラムを作ることが今後も重要で
あると考えている。 

  

講演後、各施設で起きた具体的事例について、グループ内で話し合い共有するグループワークが行われた。 

講義・ケースワーク 障害特性／合理的配慮と環境整備 
 ～多様な人が参加できる劇場とは～ 
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劇場・音楽堂等による共生社会実現のための人材養成講座 
広島県研修会 

 
 令和７年１月１０日（金） 13：30～16：00 
 JMS アステールプラザ 大会議室 A B 
 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、 
広島県公立文化施設協議会、公益財団法人広島市文化財団 アステールプラザ 

 長津 結一郎 氏（九州大学大学院芸術工学研究院 准教授） 
 添嶋 麻里 氏 

（公益財団法人アクロス福岡 事業部 事業グループ 芸術文化チーム ディレクター） 
 川崎 久司 氏（JMS アステールプラザ 事業担当主幹） 
 

 

長津 結一郎 氏 

2020 年度に行った社会調査の結果を見ると、全国の公立文化施設で貸館以外
で主に障害者を対象とした事業を行っているところはわずか 14 パーセントで
あった。また別の調査では、障害の有無に関わらず文化施設で舞台芸術等を楽し
む人の割合は総じて低い。そして各数値は、介護が必要な障害者等の人の場合、
さらに低くなる。公立文化施設は誰もが来られる施設と言いながら、みんなのも
のにはなっていない。つまり、社会包摂事業を進めることは、障害のある人のためだけにやるのではな
く、どうすれば多様な人が来られるようになるかという、文化施設の可能性を広げる事業なのである。 
また、舞台技術者へヒアリングを行ってみたところ、技術者には「創造的技術者」と「管理的技術者」

の 2 つの特性があることがわかった。ハード面の障壁は、特に近年の施設は改善が見られる一方、障害
のある演者とのコミュニケーションのプロセスについては、通常の公演より時間がかかることと、「想像
としての創造」に追いつかないことがあるとのこと。また、技術者に限らず、施設関係者の常識が本当
に正しいのか、どれだけ即興的な対応ができるのかは不確かであり課題である。事業を進める目的は、
マイノリティの人たちのために行われる側面も重要であるが、マジョリティの人たちの意識が変化する
ことである。 
最後に、合理的配慮は「理にかなった調整」と解したい。障害者となると特別な対応だと思いがちだ

が、来場者に対して既にやっている「調整」を、当事者との対話を通じアップデートを加えていくこと
に近い。法律などを基盤として踏まえながら、どうすれば多様な人たちが共生できるのかを考えたい。
障壁は社会の側にあり、社会には偏りがあるとすれば、変わるべきはマジョリティ側なのだ。 
 

 

添嶋 麻里 氏 

アクロス福岡における社会包摂事業は、福岡県文化芸術振興条例が制定された
ことで、組織の取組として始まった。事業のきっかけは、2021 年に芸術×福祉九
州ネットワーク会議を組織したことである。これは福祉と芸術現場スタッフの研
修会で、座学だけではなく、現場体験などを通じて進めていった。福祉分野の人
たちの考え方と劇場関係者の当たり前が異なっているという気づきもあった。  

開催日時 

会  場 
主  催 

講  師 

講演 障害のある人の芸術文化活動を支える法的基盤と実際 

事例発表 アクロス福岡における社会包摂事業の取組み 
 ～芸術×福祉 九州・沖縄ネットワーク会議における人材育成～ 
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同年、既にあった子ども向け事業を切り替えて始まったのが、知的・発達障害児（者）に向けての劇
場体験型プログラム「劇場って楽しい!!」である。これは国際障害者交流センタービッグ・アイさんとの
出会いが大きかった。やってみると、通常事業につなげられることがたくさんある。障害のある人それ
ぞれに対応することで、スタッフの意識が変わっていった。客席は満席にはせず自由席にして、パーソ
ナルスペースを大切にした。事業を繰り返すことで観劇の経験が増え、観劇が日常化して、一人で劇団
四季を観に行く人も出てきた。家族と一緒に体験を積み上げることも大切にしている。対象を知的・発
達障害に絞った事業としているが、重複障害の場合も多く、ダウン症や視覚障害や聴覚障害の子も来る。
アウトリーチ事業についても知的・発達障害を中心とし、サポートの幅を増やし過ぎない運営にしてい
る。支援センターとの共同でアート展やダンスワークショップも行っている。 
また、人手が足りない状況では、環境整備が大事である。｢ことば｣の視える化、ポップの工夫やサイ

ンの位置に気を配っている。参加者の感想を聞いて、フィードバックやブラッシュアップを行っている。 
社会包摂事業として銘打っていなくても、気づいていない間に社会包摂になっていることもある。社

会包摂事業は、他人事ではなく自分事にして、お互いを知り、劇場を知り、自分でも楽しむようにする
ことが大事だと思う。 

【クロストーク】 

川崎久司氏も加わり、クロストークを行った。 
川崎 障害者の方に劇場に足を運んでもらうために何ができるか、それについてはまだ取り組み始めた
ところですね。現状の事業を進めながらだと鑑賞サポートを追加することくらいになります。新たな
事業を立ち上げるとなると何かを止めないといけない。昨年、障害者とその介助者を対象にオペラの
稽古場見学会を実施しましたが、参加は 5 名でした。広報のタイミングが遅かったので、早く取り掛
かればできることはあったかと思います。 

添嶋 ｢どなたでも来て」と言うだけではなかなか来ないですね。直接関係団体に足を運んだり、行政の
福祉管轄から一斉に周知していただくのは有効でした。行動することで次につながっていく。劇場人
としての常識を変えるのが大事です。またアクロス福岡の技術スタッフは柔軟で、提案してもらうこ
とも多いです。「劇場って楽しい!!」は館長以下全員で取り組んでいます。 

長津 添嶋さんの話は「わらしべ長者」みたいでした。「こうしたら、こうなっちゃった」の連鎖。何か
しなければならないが、何をすればいいのかわからない、というスタッフが多いのかもしれませんが、
目の前にあることから取り組むのが大切だと思わされました。事業の始め方に悩む文化施設が、実は
近所にある福祉施設の散歩道になっていて、既に障害者は来場していた、というエピソードも聞いた
ことがあります。また、福祉分野の広報は文化分野よりもタイミングが早い傾向があります。決まっ
ている情報だけでも早めに伝えていくのも大事だと思います。「福祉」とは人が幸せになるという語源
で、それは「文化」の仕事でもありますから、できることから進めるのが大切ですね。 
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劇場・音楽堂等による共生社会実現のための人材養成講座 
高知県研修会 

 
 令和６年１１月１９日（火） 13：30～16：00 
 高知県立県民文化ホール 第 6多⽬的室 
 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、高知県立県民文化ホール、 
高知県文化施設協議会 

 鈴木 智香子 氏 
（独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター ラーニンググループ研究員） 

 田中 理紗 氏 
（いわき芸術文化交流館アリオス 企画協働課 地域連携グループ サブチーフ） 

 

 

鈴木 智香子 氏 

国立アートリサーチセンターでは 2024 年、国内の美術館・博物館（ミュージ
アム）で働く職員や、障害のある方を含むミュージアム利用者に向け、合理的
配慮に関する冊子『ミュージアムの事例（ケース）から知る！学ぶ！合理的配
慮のハンドブック』を制作、公式ウェブサイトで公開している。それを基に合
理的配慮のポイントについて解説する。 
合理的配慮は、［いつ］障害のある人から要望があったとき、［どこで］社会

全体において・日本のどこでも、［だれが］社会全体（すべての行政機関などと
事業者）が、［何を］お互いが合意したことを、［どのように］対話し調整しながら行うものであるとさ
れる。障害には個人モデルと社会モデルという 2 つの捉え方があり、合理的配慮には社会モデルの考え
方に基づいている。たとえば階段などの段差を車いす利用者が上れないとき、多数派に合わせて作られ
た階段を「障害」だと考えるのが社会モデル。社会が生み出している障害「社会的障壁」を取り除くた
めには、環境の整備と個別のニーズへの対応が求められる。 
具体的な事例として、聴覚障害者から講演に手話通訳を付けてほしいという要望があったが、直前の

申し出であったため、手話通訳者を手配するのが間に合わなかったので、対話を行い音声認識アプリケー
ションが入ったタブレット端末を用意したということがあった。「要望」から「対話」を経て「合意」に
いたる過程では、無理がなく工夫できる範囲で調整をするというプロセスが重要である。要望を受けて
から対話と調整を重ね、合意をしながら多様な文化体系へのアクセスビリティを形成してゆく。一方で、
設備がないことを理由に断るケースなど、合理的配慮が実現されなかった事例もある。 
アクセスビリティは個別と全体と両軸で行っていくことで一歩ずつ進めていくものである。また、合

理的配慮は一人一人の人権を尊重することにつながる。断ることはその人の「したい」「やりたい」とい
う可能性を絶ってしまうおそれがある。事業所としてどのようにしたらできるか、考えることがとても
大事であり、ひいては自分自身も利用者になることもある。「文化体験に誰一人取り残されない」状態、
目指す未来を皆さんと考えていければと思う。  

開催日時 
会  場 

主  催 

講  師 

講演 文化・芸術体験へのアクセスをデザインする 
 －合理的配慮について知る・学ぶ 
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田中 理紗 氏 

いわき芸術文化交流館アリオスでは、2021 年夏にユニバーサルデザイン検討
推進委員会の活動を開始した。これは多様な人がアリオスを利用し人生を豊か
にするにあたって、予想される困難や障壁をスタッフ全員が認識し対応するた
めの活動である。この委員会を中心に 2022 年から観劇のユニバーサルデザイ
ンを実施している。最初に上演したのは 2022 年の 10 月に開催したマイムパ
フォーマンスグループ CAVA（サヴァ）の公演。演者にはユニバーサルデザイ
ンに対応した公演を行いたい旨を事前に説明し、チラシにもその情報を盛り込
んだ。公演会場では以前から車いすスペースが後方にしかないことが懸念であるという認識があったの
で 1 階前方にスペースを設けた。また、来場者が付き添いのチケット料金も負担する場合があり、観劇
への金銭的ハードルになっていたことから、付き添いは 500 円で入場できる with チケットを設けた。
そのほか、聴覚障害者や車いす利用者、コミュニケーションが難しい方などに向けて、障害に応じた対
応を検討し、準備をした。 

2024 年度から検討推進委員会の形はなくなり、各事業に落とし込んで実施している。当初は手探りの
状況だったが、2023 年度から一般社団法人日本障害者舞台芸術協働機構の地域スモールモデル構築事
業の対象館として支援を受け、観劇のユニバーサルデザインに対して少し輪郭が見え始めたと実感して
いるところである。2024 年度も複数の公演で公演のユニバーサルに取り組んでいる。 
とはいえうまくいった事例ばかりではない。公演で音声補聴装置が効果を発揮しなかったり、役者が後

ろ向きで話していると誰が話者かわからないなどの指摘もあった。広く周知させる、はじめの一歩を踏み
出してもらえるような事業を行うこと、関係団体との継続した連携づくりなどが現在の課題である。うま
くいった事業、うまくいかなかった事業の両方があるが、少しでも続けていくことが最も大切なことかと
感じている。また、味方を作る、特に当事者で相談ができる人を見つけるととても心強いと思っている。 

【クロストーク】 

鈴木 田中さんのお話を伺い、チラシを作るときもユニバーサルデザインに関する情報の提示まで行っ
ていらっしゃるところが印象に残りました。イベント開催にあたってもよくぞここまで、という配慮
を実現していらっしゃいますね。 

田中 アリオスがユニバーサルデザインについて考え始めた頃、ちょうど鈴木さんが関わられたハンド
ブックが発行されました。合理的配慮というとき、要望を全部叶えなくちゃいけないという風潮があ
りますが、100 パーセントは難しい。そうしたときどうやって対話して折り合いをつけていくのかを
明確にわかりやすく示していただけたのが
すごくありがたかったです。 

鈴木 私が思うのは、合理的配慮が民間の事業
者も含めて義務化されたとき、受け手側は身
構えたと思います。ポジティブな内容なのに
そう簡単にポジティブに捉えられない。で
も、できるところから続けていくということ
を、今日改めて確認できたのは良かったと
思っています。 

事例発表 いわきアリオス ユニバーサルデザインの取り組みについて 
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劇場・音楽堂等による共生社会実現のための人材養成講座 
熊本県研修会 

 
 令和６年１2月 6日（金） 14：00～16：00 
 宇土市民会館 大会議室 
 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、熊本県公立文化施設協議会、 
宇土市民会館 

 公益財団法人熊本県立劇場 
 吉野 さつき 氏 （愛知大学文学部 教授） 

 嶺 浩子 氏   （熊本県立劇場 施設サービスグループ） 
 本田 恵介 氏  （宇土市民会館 館長） 
 
 

 

吉野 さつき 氏 

公立文化施設は短絡的に収益性だけを求める場ではなく、地域のクリエイ
ティビティ（創造性）を育て人々が新たな関係、つながりを創る場である。誰
も取り残さない地域づくりをするには、行政内の横断的な協働が必要である。
「共生社会実現」とは、共に生きる社会、共に学ぶことや仕事や生活をすること
ができる社会を実現することではないのか。「共に生きる」を阻むものとして、
必要としている人（マイノリティ）の声が届かないこと、存在が認識されてい
ないことが挙げられる。 
私は文化芸術の仕事を通して障害のある人、セクシュアルマイノリティ、外国にルーツがある人など

と関わってきた。そして次第にそれは自分自身とつながることと思い始めた。誰しもいつ病気や事故で
心身に影響が残るかわからない、さらに高齢になれば心身の状態も変わる。 
現在、仕事で愛知県豊橋刑務支所と関わっているが、そこでは女性受刑者の問題が顕著になっている。

高齢の女性受刑者が増加しており、70 歳で入所するケースもある。そして受刑者の再犯率は高く、法務
省の犯罪白書では 41.9 パーセントとされている。中には何度も戻ってきてしまう人もいる。立ち直りの
壁というものがあり、孤独で相談相手がいない、薬物依存がある、高齢者である、障害者である、住む
ところがない、仕事がないなどといった事情がある。その背後には、孤独である、認知症がある、虐
待など厳しい生育歴や知的発達の障害などグレーゾーンにある人たちの状況が見えてくる。こうした
セーフティネットの隙間からこぼれ落ち続ける人々をめぐる現状が深刻化している。それは他人事で
はない。 
もう一度、公立文化施設や劇場ホールの役割を考えてみたい。これまでは余暇や趣味のためのもので

良かったかもしれない。しかし先の社会を考えたとき、劇場やホールが箱の外に出ていき、外の人々と
共生することが重要だ。芸術文化以外の分野といかに共生していけるかが大切になると思う。  

開催日時 
会  場 

主  催 

後  援 

講  師 

講演 「共生社会実現」とは？ 
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嶺 浩子 氏 

地域を結ぶアートプロジェクトの取組を紹介する。 
ファシリテーターやコーディネーターの育成、ワークショップ･プログラム

の研究開発を行い、学校や障害者、高齢者施設などでワークショップを実践。
現場で感じる課題に対応していくうちに社会包摂の観点に立つ事業に発展し
てきた。 

2007 年に演劇アウトリーチ事業を開始し、学校でのコミュニケーション教育
に取り組むため、地元の演劇人と学校の教師が一緒になって教育課程に位置づ
けたプログラム開発を行った。また知的発達障害のある人と音楽活動を行う市民団体オハイエくまもと
の活動に寄り添いながら、定期的な音楽の練習、年 1 回の街中のコンサートを手伝っている。オハイエ
の活動が行き詰まったときには、アーティストを派遣して音楽づくりの研修を行ったり、支援学校の教
師との出会いの場を作るなど、新しい視点を持ってもらった。またろう学校でのワークショップ、知的
発達障害児を対象にした劇場体験事業にも取り組んでいる。 
当劇場開館 40 周年を契機に新しい地域連携としてアーティストの日比野克彦氏が始めた「明後日朝

顔プロジェクト」に参加している。朝顔の種子を育てることで、劇場のスタッフが人や地域、社会をつ
なぐ回路を持つこと、催しものがなくても誰でも気軽に当劇場に立ち寄れる場を作るなど地域の人々と
関係性を作ることを目指した。朝顔の棚を熊本デザイン専門学校の学生が作ってくれ、近隣の幼稚園の
子どもたちに種を植えてもらった。朝顔を通した会話が生まれ、水やりや散歩に立ち寄ってくれる人も
いた。収穫後リースづくりや美術館との連携イベントを開催するなど連携を通していろんなことができ
た。来年はどんなことをやろうか近隣の方々と一緒に考えながら地域連携をしていこうと思っている。 

【クロストーク】 

吉野 東北の震災のとき現地に行き、そこの方々から聞いた話ですが、普段からお祭りや地域の活動な
どコミュニティが関わりを強く持っていた地域の方が復興が早かったと聞きました。そういうことが
熊本のキャラバンにも反映されていたのかなと思います。文化や芸術の拠点であるその場所自体がそ
の地域のセーフティネットにもなりうるのだと思いました。 

嶺 なぜ劇場が明後日朝顔プロジェクトに参加しているのだろうと思われるかもしれないが、それは単
に花を育てる園芸ではなく、人が関わらないとできない活動だからです。朝顔がきっかけになって地
域の人が劇場に関わってくれないかな、という思いがあります。 

本田 劇場というと、舞台芸術を鑑賞したり自分がそこで演じる場所と考えられていて、それは 30、40
年前から変わっていないんじゃないかと思いますね。しかし劇場法や文化芸術基本法などによって箱
物としての機能にとどまらず実演芸術活動
や人材育成を進めるという方向性ができて
きた。さらにまちづくりや国際交流を通じ
て、福祉、教育、産業分野などとの有機的な
連携が謳われるようになっています。こう
した考え方が市民に広く浸透するにはまだ
まだ時間がかかると思いますが、その方向
への理解を広げていきたいですね。 

事例発表 地域をむすぶアートプロジェクト ―熊本県立劇場の取り組み― 
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Step1 合理的配慮に関するワークショップ 
 
目  的 合理的配慮について具体的に障害者と一緒に考える場を通し、理解と実施を促す。 

（障害者との対話の機会を持つ） 

対 象 者 施設の管理担当者をはじめとする、劇場・音楽堂等のすべての職員 

開催日時 令和 6 年 10月 3日（木）10：00～16：00 

会  場 神奈川県立青少年センター 
神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘 9-1 

募集期間 令和 6 年 7月 16 日（火）～ 8月 28日（水） 

受講者数 29名 

講師兼アドバイザー 尾上 浩二 NPO法人 DPI（障害者インターナショナル）日本会議 副議長 

アドバイザー 和田  剛 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール  
文化事業課長／障害者スポーツ文化センターラポール上大岡 管理運営課担当課長 
神奈川県障がい者芸術文化活動支援センター 協力委員 

金子 真美 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール  
聴覚障害者情報提供施設 聴覚障害支援員 
一般社団法人日本演出者協会 社会包摂部員 

石川 絵理 NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク 事務局長 

Ko-sei シンガーソングライター 

亀井 由美子 介助者（保護者） 

美月 めぐみ バリアフリー演劇結社ばっかりばっかり所属俳優 

鈴木 橙輔 バリアフリー演劇結社ばっかりばっかり主宰 

モデレーター 間瀬 勝一 公益社団法人全国公立文化施設協会 名誉アドバイザー 
 
 
令和 3 年に障害者差別解消法が改正され、令和 6 年 4月 1日から事業者による障害者への合理的配慮の提供
が義務化された。このワークショップでは、劇場で障害者や介助者と一緒に鑑賞・出演の模擬体験を行い、
劇場にはどのようなバリアがあるか、どのような対応ができるかについて、対話をしながら考えた。 
 
 

 

講師  尾上 浩二 氏 
 
劇場・音楽堂等が障害者にとって「残念な思い
出の場」ではなく「全ての人が楽しめる場」に
なるために、法整備やインクルーシブな社会へ
の変革が急がれる。合理的配慮は特別扱いでは
なく、障害のある人も文化芸術を楽しむために
必要な調整である。そしてその調整において特
に大事なのが建設的対話、できることを一緒に
考えていくこと。無関心こそが最大の障壁であ
る。事業者の合理的配慮が義務化された中、文
化芸術分野での取組が広がりつつある。 
 

講義 「改正障害者差別解消法と合理的配慮」 
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鑑賞体験では、障害者または介助者であるアドバイザ
ーが来場者役となって、来場から鑑賞、退場までのシ
ミュレーションを実施。受講生はこの体験に同行し、
各場面でどこにバリアがあるかを話し合った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●障害種別  
グループ A 車いす利用者 
グループ B 聴覚障害 
グループ C 聴覚障害 
グループ D 視覚障害 
グループ E 視覚障害 

 
出演体験では、楽屋口から施設に入り、楽屋・洗面所・舞台への動線や設備・備品などを確認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

体験を通じて得た気づきを共有し、どのような対応が可能か、自分の施設ではどうであるかを話し合った。 

「障害」と一言で言っても、その特性や感じ方は人それぞれ異なる。 
障害の特性について理解するとともに、障害者の立場を考えること、そして最終的には来場者とのコミュ
ニケーションをいかに図るかが大切であることを確かめた。 

鑑賞・出演体験 

グループワーク・発表 

車いす席からのサイトライン 

受付での対応 

レセプショニストによる誘導 

楽屋口 舞台までの動線を確認 
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Step2 初心者向け講座 
 
目  的 障害者を対象とした事業を実施するために、事業担当者として必要な基礎知識を学ぶ。

また、事例を紹介し、障害者を対象とした事業の実施を促進する。 

対 象 者 劇場・音楽堂等の職員で、これまで障害者を対象とした事業を実施したことがない方
(主たる担当として実施をしたことがない方)、これから取り組もうとしている方 

募集期間 令和 6 年 7月 16 日（火）～ 8月 28日（水） 

受講者数 29名 

開催方式 第 1回～第 4回 オンライン（Zoom）、第 5回 対面によるワークショップ 

モデレーター 間瀬 勝一 公益社団法人全国公立文化施設協会 名誉アドバイザー 
 
 

 

日時：令和 6年９月 25 日（水）10：30～12：00 

 

講師：谷本 裕 氏 

講師：谷本 裕 沖縄県立芸術大学音楽学部 教授 

劇場・音楽堂等が社会包摂事業を手掛ける意義・制度などを学び、現
場で幅広い仕事とどう向き合い、楽しむかを考える。 

 
 

 

日時：令和 6年 10月 2日（水）10：30～12：00 

 

講師：鈴木 京子 氏 

講師：鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／ 
  アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

「障害」の捉え方や障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供、環
境の整備について学ぶ。さらに、障害特性に応じた情報保障や留意点
についても解説する。 

 
 

 

日時：令和 6年 10月 16日（水）10：30～12：00 

 

講師：鈴木 京子 氏 

講師：鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／ 
  アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

障害特性を踏まえた事業企画の立て方について学ぶ。具体的には、企
画づくりのポイントや事業計画、予算計画など、実務的な手法を解説
する。 

第１回 膨らむ仕事、どう楽しむ―劇場・音楽堂と社会包摂 

第２回 障害特性と合理的配慮 

第３回 事業企画の基礎 
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日時：令和 6年 10月 30日（水）10：30～12：00 
講師：西川 賢司 社会福祉法人グロー 専務理事 

   北村 成美 ダンサー・振付家、湖南ダンスカンパニー ディレクター 

滋賀県の障害者芸術文化活動の事例を取り上げ、実践的な取組を学ぶ。「支援センター」の活動や「糸賀一
雄記念賞音楽祭」、さらに湖南ダンスカンパニーの活動を通じて、地域における社会包摂の方法を探る。 

 

講師：西川 賢司 氏 

 

講師：北村 成美 氏 

 
 

 

日時：令和 6年 11月 12日（火）10：00～16：00 
講師：鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 
ファシリテーター：上岡 亜希 国際障害者交流センター ビッグ・アイ ディレクター 
会場：東京都中小企業会館 9階講堂 

これまでの講義を踏まえ、障害者を対象とした具体的な事業を企画す
るワークショップを実施。実際の劇場等の図面をもとに、必要な配慮
やサポート等を障害種別ごとに検討する。また、受講生間のネットワ
ークの形成を促す場とする。 

 

講師：鈴木 京子 氏 

  

ワークショップの様子 

 

 

第４回 事例研究：障害者芸術文化活動の実践と協働 

第５回 事業を企画する（ワークショップ） 
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Step3 経験者向け講座 
 

目  的 障害者を対象とした事業を実施している方を対象に、個々の課題をもとに講義とグル
ープディスカッションを通して学び、専門性の高い人材を養成し、質の高い（効果的
な）事業の実施を促す。 

対 象 者 劇場・音楽堂等の職員で、障害者を対象とした事業を実施している方、経験がある方 

募集期間 令和 6 年 7月 16 日（火）～ 8月 14日（水） 

受講者数 10名 

開催方式 プレ講座・第 2回～第 6回 オンライン（Zoom）、第 1回 対面によるワークショップ 

モデレーター 間瀬 勝一 公益社団法人全国公立文化施設協会 名誉アドバイザー 
 

 

日時：令和 6年 9月 13日（金）13：30～15：30 
講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

ファシリテーター：渡部 和哉 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 芸術事業課課長補佐 兼 共生社会担当副主幹 

         和田 久美子 公益財団法人川崎市文化財団 事業企画課担当係長 

自己紹介と、ワークショップに向けた事前準備を行う。また、今後の受講に向けてのポイントを共有する。 

 

講師：柴田 英杞 氏 

 

ファシリテーター：渡部 和哉 氏 

 

ファシリテーター：和田 久美子 氏 

 

 

日時：令和 6年９月 17 日（火）10：00～17：00 
講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

ファシリテーター：渡部 和哉 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団  
  芸術事業課課長補佐 兼 共生社会担当副主幹 
        和田 久美子 公益財団法人川崎市文化財団 事業企画課担当係長 
会場：東京都中小企業会館 9階講堂 

 

講師：柴田 英杞 氏 
ロジックモデルの考え方に基づき、障害者を対象とした事業の目的
（目標）設定を中心としたワークショップを実施。あわせて受講生間
のネットワークの形成を促す場とする。 

  

ワークショップの様子 

 

プレ講座 

第１回 社会包摂の概念と事業の目的設定（ワークショップ） 
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日時：令和 6年 10月 10日（木）10：00～12：00 
講師：南部 充央 一般社団法人日本障害者舞台芸術協働機構 代表理事 

 

講師：南部 充央 氏 

鑑賞サービスとは何か、また鑑賞サービスを進める上での課題や改善
策について、具体的な実施事例やグループワークを通じて考察する。 
 

 
 

日時：令和 6年 10月 29日（火）10：00～12：00 
講師：中村 雅之 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 横浜能楽堂 芸術監督 

   秦野 五花 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 横浜能楽堂 担当リーダー 
 

 
横浜能楽堂「バリアフリー能」の
取組から、事業の立ち上げからサ
ポート内容の変遷を通じて、事業
のポイントを学ぶとともに、所
内・所外の協力体制と実践的なア
プローチを考察する。 

 

講師：中村 雅之 氏 

 

講師：秦野 五花 氏 

 
 

日時：令和 6年 11月 28日（木）10：00～12：00 
講師：吉野 さつき 愛知大学文学部 教授 

 

講師：吉野 さつき 氏 

誰とどのような関わりを持ちたいか、どのような「参加」を実現した
いのか。個々の企画の課題や日頃の業務での悩みを共有し、ポジティ
ブな解決策を一緒に模索していく。 

 
 

日時：令和 6年 12月 11日（水）10：00～12：00 
講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

 

講師：柴田 英杞 氏 

ロジックモデルの基本概念と作成方法、さらに評価・検証に必要な指
標について学ぶ。留意事項を踏まえ、各自のロジックモデル作成へと
つなげる。 

 
 

日時：令和 6年 12月 23日（月）13：30～15：30 
講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

 

講師：柴田 英杞 氏 

これまでの講義を振り返り、成果発表に向けて個々の現状を共有し、
企画案のブラッシュアップにつなげる。 

第２回 鑑賞サービスを進めていくために 

第３回 組織の体制、連携を考える 

第４回 どのような「参加」を実現したいのか 

第５回 事業評価（ロジックモデル、指標）を考える 

第６回 まとめ・成果発表に向けて 
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成果発表・受講生交流会 
 

目  的 ・経験者向け講座の受講生を中心に、研修を通じて作成した事業企画案の発表を行い、
実践に活かすとともに、企画案を共有し考える場とする。また、実践事例を共有し、
それぞれの企画に役立てる。 

・受講生の情報交換、交流を行い、受講生間のネットワークを図る。 

対 象 者 令和 5・6 年度初心者・経験者向け講座受講生 

開催日時 令和 7 年 1月 22 日（水）10：30～16：45 

開催方式 オンライン（Zoom） 

モデレーター 間瀬 勝一 公益社団法人全国公立文化施設協会 名誉アドバイザー 

 
 

 

実演芸術家団体や劇場における、障害者を対象とした取組の先進事例を共有し、事業実施の参考とする。 

●リラックスパフォーマンス 
 《公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団》 

 

講師：小山 久美 氏 

 講師：小山 久美 スターダンサーズ・バレエ団 代表・総監督 

●やってみようプロジェクト 《公益社団法人日本劇団協議会》 
 講師：福島 明夫 公益社団法人日本劇団協議会 専務理事 

    島袋 寛之 TEAM SPOT JUMBLE 俳優・演劇ワークショップコーディネーター 

    喜舎場 梓 舞台制作・演劇ワークショップコーディネーター 

 

講師：福島 明夫 氏 

 

講師：島袋 寛之 氏 

 

講師：喜舎場 梓 氏 

  
●「劇場って楽しい!!」ほか県内での展開 
 《公益財団法人熊本県立劇場》 

 

講師：佐藤 奈々絵 氏 

 講師：佐藤 奈々絵 公益財団法人熊本県立劇場 事業グループ 

 

Ⅰ 事例発表会 
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令和 6 年度初心者向け講座の受講生代表および経験者向け講座の受
講生が、講座を通じて企画した事業や学びの成果を発表する。各発表
後に、講師・モデレーターより講評を行う。  

講師：鈴木 京子 氏、柴田 英杞 氏 

モデレーター：間瀬 勝一 氏 

講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

   鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／ 
  アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

  

 
 

 

令和 5 年度と令和 6 年度の受講生が参加し、情報交換や交流を行う。 

 
 

Ⅱ 成果発表会 

Ⅲ 受講生交流会 



29 

事業を終えて 
 
１ 受講生の属性 

  

  

２ 研修会による受講生の変化 
Step2 初心者向け講座および Step3経験者向け講座の受講生を対象に、研修前と研修後にそれぞれ受講生か
らどう感じているか 10 段階で回答をいただきました。 
 
１）障害者への理解の変化 
  （Step2 初心者向け講座） 
研修前：あなたは障害者の特性について、どの程度理解

していると思いますか。 
研修後：研修を終えて、あなたは障害者の特性について、

どの程度理解していると思いますか。 

２）障害者を対象とした事業に関する知識の変化 
  （Step3 経験者向け講座） 
研修前：あなたは障害者に向けた事業の実施について、

どの程度知識があると思いますか。 
研修後：研修を終えて、あなたは障害者に向けた事業の実

施について、どの程度知識があると思いますか。 

  

73.2%

26.8%
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３ 研修会の評価 
研修会の目的や効果について、4 段階で調査をしました。それぞれ概ね事業の目的に沿い、有益であったと
評価をしていただけました。 
 
１）当研修は、障害者を対象とした事業の実施を促すような妥当な内容だったと思いますか。 

  

  

 
２）当研修は、障害者を対象とした事業の人材の育成に有益だと思いますか。 
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４ 受講生の感想（自由記述より抜粋） 
研修会について、具体的には以下のような感想をいただきました。共生社会に対する劇場・音楽堂等の役割、
障害や合理的配慮についての理解の促進や、事業実施に向けたモチベーションの向上、他施設・団体の事例
や受講生同士の交流による学び等の効果が見られました。 
 

●共生社会に対する劇場・音楽堂等の役割 
・ 障害のある人に事業を実施することは文化施設の可
能性を広げることであること。（Step1広島県研修会） 

・ 健常者と障がい者を分けて考えるのではなく、社会
包摂の観点から“自分ごと”として捉え、全ての人にと
って開かれている施設を目指す必要性を確認できま
した。（Step2 初心者向け講座） 

 
●障害や合理的配慮についての理解 
・ 合理的配慮には答えがないことから、常に障がい者
の方々との建設的な対話をして、共により良い案を
探っていく必要があることです。（Step1 合理的配慮
に関するワークショップ） 

・ 基本的な知識から、具体的な心の持ちようまで伝え
てくださり、とてもためになった。（Step2 初心者向
け講座） 

 
●事業の実施に向けて 
・ 本研修にてたくさんのヒントとネットワークを持ち
かえらせていただいたので、「まずはやってみる」「リ
アルにする」ことを来年度の目標にしたいと思って
います。（Step2初心者向け講座） 

・ 理想に近づいていくために、現場だけでやみくもに
模索するのではなく、現実的な問題点や議論の視点
を整理して、組織的かつ計画的に取り組んでいくべ
きであることを再認識させていただきました。
（Step3経験者向け講座） 

●事例からの学び 
・ 主催事業にユニバーサルデザインを導入する中で、
会場の動線やチラシの周知のやり方など勉強になっ
た。（Step1高知県研修会） 

・ 全体の取り組みのプロセスが素晴らしかったです。
特に、実施状況を実際の利用者や福祉施設の方にお
聞きして、それを来年度の企画に生かす、ということ
がきちんと事業に組み込まれており、鑑賞サービス
も様々なものを試し、改善されているところは、頭が
下がります。また、担当者が変わっても、その姿勢が
受け継がれ、定着しているところが素晴らしかった
です。（Step3 経験者向け講座） 

 
●受講生のネットワーク 
・ グループワーク形式により、他の施設の現場の生の
声が聞けたことは参考や勇気をもらえました。
（Step1合理的配慮に関するワークショップ） 

・ 受講生同士の交流では、各々の実践の中で直面した
課題や工夫について知ることができ、大変刺激を受
けました。特に、他地域での取り組みを知ることで、
自分の活動の幅を広げるヒントを得ることができま
した。（Step3 経験者向け講座） 
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事業報告 
 
１．事業名 

令和 6 年度 障害者等による文化芸術活動推進事業「劇場・音楽堂等による共生社会実現のための人材養成講座」 
 
２．令和 6 年度事業の趣旨・目的等 

劇場・音楽堂等の職員を対象に、障害者による文化芸術活動の推進に対する研修を行う。施設職員の経験値に応じ
た 3 つの段階（Step）に分け、段階に応じた研修を実施し、共生社会に対する意識の醸成と専門性をもった人材の
育成を行う。これにより、劇場・音楽堂等において障害者が芸術文化活動に参加するための環境が整備されるこ
と、共生社会（障害者による文化芸術活動）を意図した取組が活性化することを目的とする。そして、劇場・音楽
堂等が共生社会をはぐくむ場として機能し、障害者のウェルビーイングと地域の共生社会の実現に寄与すること
を目指す。 
 
３．実施期間 

令和 6 年 4 月 17 日（水）～ 令和 7 年 3月 31 日（月） 
 
４．事業概要 

劇場・音楽堂等の職員を対象に３つの段階（Step）に分け、段階に応じた研修を行う。 
Step1： 劇場・音楽堂等のすべての職員を対象に、障害者等による文化芸術活動の推進の意義と合理的配慮につい

て学ぶ。 
Step2： 劇場・音楽堂等の職員で障害者を対象とした鑑賞、創造、発表、交流等の事業を実施したことがない、又

は主な担当として実施をしたことがない方を対象に、障害者を対象とした事業を実施するために必要な
基礎知識を学ぶ。 

Step3： 劇場・音楽堂等の職員で障害者を対象とした鑑賞、創造、発表、交流等の事業を実施している方を対象に、
事業実施に対し個々の課題の解決とより効果的な事業とするための方策を考える。 

 
５．事業の内容  

（1）企画検討会議 
目  的：障害者による文化芸術活動に対する有識者を構成員とし、企画検討会議を開催する。研修会の構成、

講師等の検討を行い、効果的な研修会の実施を図る。研修会実施後には、当事業の評価を行う。 
委  員：尾上 浩二 NPO 法人 DPI（障害者インターナショナル）日本会議 副議長 

柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 
 出雲市芸術文化振興アドバイザー 
白神 ももこ 振付家・演出家・ダンサー 
 富士見市民会館キラリふじみ 芸術監督 
鈴木 京子 公益社団法人全国公立文化施設協会 コーディネーター 
 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

 
第 1回 企画検討会議  

開催日時：令和 6 年 6 月 7日（金）10：00～12：00 
開催場所：東京都中小企業会館 8 階 会議室 A（オンライン開催） 
出 席 者：尾上委員、柴田委員、鈴木委員／文化庁／全国公文協事務局 
検討内容：①研修会の構成、内容、講師について 

②事業評価について 
※別途開催 
開催日時：令和 6 年 6 月 10 日（月）15：30～16：30 
開催場所：東京都中小企業会館 4 階 全国公文協事務局（オンライン開催） 
出 席 者：白神委員／全国公文協事務局  

 
第 2回 企画検討会議  

開催日時：令和 7 年 2 月 21 日（金）10：00～12：00 
開催場所：東京都中小企業会館 4 階 全国公文協事務局（オンライン開催） 
出 席 者：委員 4 名／全国公文協事務局 
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検討内容：①事業実施状況について 
②事業評価について 
③課題と次年度以降の実施について 

 
（2）企画調整会議 

目  的： 研修会を実施するにあたり、講師、モデレーター等関係者の間で研修会の目的の共有と各講座内容の
調整を行う。 

 
開催日時：Step1 合理的配慮に関するワークショップ  

・令和 6 年 9月 11 日（水）10：00～11：00 尾上 浩二 
 

Step2 初心者向け講座  
・令和 6 年 6月 19 日（水）13：30～14：45 鈴木 京子 
・令和 6 年 6月 27 日（木）10：30～11：30 谷本 裕 
・令和 6 年 7月 10 日（水）10：30～11：50 西川 賢司、北村 成美 

 
Step3 経験者向け講座  
・令和 6 年 6月 28 日（金）10：30～11：30 南部 充央 
・令和 6 年 7月 3 日（水）10：30～11：30 中村 雅之、秦野 五花 
・令和 6 年 7月 22 日（月）11：00～12：00 吉野 さつき 
・令和 6 年 8月 23 日（金）10：00～11：00 柴田 英杞 

 
（3）研修会 

Ⅰ 障害者による文化芸術活動の推進に関する意義や理解を深めるプログラム 
（Step1研修・すべての劇場・音楽堂等の職員向け） 

目  的： すべての劇場・音楽堂等の職員を対象に障害者等による文化芸術活動を推進することの意義につい
て周知、啓発を行い、障害者等が劇場・音楽堂等に来場し、芸術活動に参加しやすい環境が整備され
ることを目指す。 

 
１）都道府県別研修会（全職員向け研修会） 

目  的： 共生社会の実現（障害者の芸術活動推進）に対する法律、意義、合理的配慮についての啓発を行
い、実施を促す。（発表を通した事例の普及、発表者の人材育成） 

対 象 者：施設管理責任者をはじめとする、劇場・音楽堂等のすべての職員 
共催募集：都道府県の公立文化施設協議会単位で募集をし、実施先を決定した。 

募集期間：令和 6 年 4 月 25 日（木）～ 5 月 15 日（水） 
申込団体数：10 団体 
実施決定団体：6 団体 

・福島県公立文化施設協議会（担当：福島県文化センター） 
・新潟県公立文化施設協議会（担当：新潟県民会館） 
・三重県公立文化施設協議会（担当：三重県総合文化センター） 
・広島県公立文化施設協議会（担当：JMSアステールプラザ） 
・高知県文化施設協議会  （担当：高知県立県民文化ホール） 
・熊本県公立文化施設協議会（担当：熊本県立劇場、宇土市民会館） 

内  容： 実施団体と打ち合わせの上、内容を決定する。 
①講義（共生社会について／合理的配慮について） 
②事例発表 
③クロストーク、質疑応答など 

 
●東北研修会（福島県研修会）  
開催日時： 令和 6 年 12月 2 日（月）13：30～16：40 
会  場： コラッセふくしま 多目的ホール 
主  催： 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、福島県公立文化施設協議会 
共  催： 公益財団法人福島県文化振興財団 
後  援： 福島県、福島県教育委員会 
協  力： 福島県文化振興課、福島県障がい福祉課、福島県男女共生課、福島県社会教育課、福島県特別

支援教育課、社会福祉法人福島県社会福祉協議会、公益社団法人福島県視覚障がい者福祉協
会、一般社団法人福島県聴覚障害者協会 
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募集期間： 令和 6 年 10月 17 日（木）～ 11 月 27 日（水） 
受講者数： 62 名 
講  師： 南部 充央 一般社団法人日本障害者舞台芸術協働機構 代表理事 
 戸谷田 知成 一般財団法人ちりゅう芸術創造協会 事務局長補佐 兼 管理係長 
 郷家 俊哉 須賀川市立たけのこ園 園長（福島県立視覚支援学校 前校長） 
 枝松 雄一郎 公益財団法人福島県文化振興財団 文化推進課 副主査 
手話通訳者：3 名 

 
●新潟県研修会  
開催日時： 令和 7 年 2 月 6 日（木）13：10～14：45 
会  場： 新潟県民会館 小ホール 
主  催： 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、公益財団法人新潟市芸術文化振興財団（新潟

県民会館）、新潟県公立文化施設協議会 
募集期間： 令和 6 年 12月 5 日（木）～ 令和 7 年 1 月 30 日（木） 
受講者数： 39 名 
講  師： 廣川 麻子 NPO 法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク 理事長 
手話通訳者：2 名 

 
●三重県研修会  
開催日時： 令和 7 年 1 月 15 日（水）14：00～16：15 
会  場： 三重県総合文化センター内 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 セミナー室 A 
主  催： 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、三重県公立文化施設協議会、公益財団法人三

重県文化振興事業団（三重県総合文化センター） 
募集期間： 令和 6 年 11月 28 日（木）～ 令和 7 年 1 月 8 日（水） 
受講者数： 55 名 
講  師： 澤村 潤 可児市文化創造センターala プロデューサー 
 鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

 
●広島県研修会  
開催日時： 令和 7 年 1 月 10 日（金）13：30～16：00 
会  場： JMSアステールプラザ 大会議室 A B 
主  催： 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、広島県公立文化施設協議会、公益財団法人広

島市文化財団 アステールプラザ 
募集期間： 令和 6 年 11月 15 日（金）～ 12 月 25 日（水） 
受講者数： 25 名 
講  師： 長津 結一郎 九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 
 添嶋 麻里 公益財団法人アクロス福岡 事業部 事業グループ 芸術文化チーム ディレクター 
 川崎 久司 JMSアステールプラザ 事業担当主幹 

 
●高知県研修会  
開催日時： 令和 6 年 11月 19 日（火）13：30～16：00 
会  場： 高知県立県民文化ホール 第 6 多目的室 
主  催： 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、高知県立県民文化ホール、高知県文化施設協

議会 
募集期間： 令和 6 年 10月 2 日（水）～ 11 月 12日（火） 
受講者数： 42 名 
講  師： 鈴木 智香子 独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンター ラーニンググループ 研究員 
 田中 理紗 いわき芸術文化交流館アリオス 企画協働課 地域連携グループ サブチーフ 

 
●熊本県研修会  
開催日時： 令和 6 年 12月 6 日（金）14：00～16：00 
会  場： 宇土市民会館 大会議室 
主  催： 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会、熊本県公立文化施設協議会、宇土市民会館 
後  援： 公益財団法人熊本県立劇場 
募集期間： 令和 6 年 10月 11 日（金）～ 12 月 1 日（日） 
受講者数： 34 名 
講  師： 吉野 さつき 愛知大学文学部 教授 
 嶺 浩子 熊本県立劇場 施設サービスグループ 
 本田 恵介 宇土市民会館 館長 
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２）合理的配慮に関するワークショップ 

目  的： 合理的配慮について具体的に障害者と一緒に考える場を通し、理解と実施を促す。（障害者との
対話の機会を持つ） 

対 象 者： 施設の管理担当者をはじめとする、劇場・音楽堂等のすべての職員 
開催日時： 令和 6 年 10月 3 日（木）10：00～16：00 
会  場： 神奈川県立青少年センター 
募集期間： 令和 6 年 7 月 16 日（火）～ 8 月 28 日（水） 
募集定員： 30 名程度／申込者数：50 名／受講者数：29 名 
主  催： 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会 
共  催： 神奈川県立青少年センター 
内  容： 障害者と一緒に施設をめぐり、鑑賞・出演の模擬体験をもとに、劇場にはどのようなバリアがあ

るか、どのような対応ができるかについて、障害者と対話をしながら考える。受講生は視覚障
害、聴覚障害、肢体不自由の３グループに分かれる。 

 ①講義「改正障害者差別解消法と合理的配慮」 
  講師：尾上 浩二 NPO 法人 DPI（障害者インターナショナル）日本会議 副議長 
 ②グループワーク 1 
 ③模擬体験（鑑賞体験、出演体験） 
 ④グループワーク 2 
 ⑤発表、講評 
講師兼アドバイザー：尾上 浩二 NPO 法人 DPI（障害者インターナショナル）日本会議 副議長 
アドバイザー：和田 剛 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 障害者スポーツ文化センター 

 横浜ラポール 文化事業課長／障害者スポーツ文化センターラポール上大岡  
 管理運営課担当課長 

  神奈川県障がい者芸術文化活動支援センター 協力委員 
 金子 真美 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 障害者スポーツ文化センター 

 横浜ラポール 聴覚障害者情報提供施設 聴覚障害支援員 
  一般社団法人日本演出者協会 社会包摂部員 
 石川 絵理 NPO 法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク 事務局長 
 Ko-sei シンガーソングライター 
 亀井 由美子 介助者（保護者） 
 美月 めぐみ バリアフリー演劇結社ばっかりばっかり所属俳優 
 鈴木 橙輔 バリアフリー演劇結社ばっかりばっかり主宰 
モデレーター：間瀬 勝一 公益社団法人全国公立文化施設協会 名誉アドバイザー 
手話通訳者：4 名／レセプショニスト：4 名 

 

Ⅱ 取組を行うために必要となる基礎的な知識・能力を得るためのプログラム 
（Step2研修・初心者向け講座） 

目  的： 障害者を対象とした事業を実施するために、事業担当者として必要な基礎知識を学ぶ。また、事例を
紹介し、障害者を対象とした事業の実施を促進する。 

対 象 者： 劇場・音楽堂等の職員で、これまで障害者を対象とした事業を実施したことがない方（主たる担当と
して実施をしたことがない方）、これから取り組もうとしている方 

募集期間： 令和 6 年 7 月 16 日（火）～ 8 月 28 日（水） 
募集定員： 25 名程度／申込者数：32 名／受講者数：29 名 
開催方式： 第 1 回～第 4回 オンライン（Zoom）、第 5 回 対面によるワークショップ 

 
研修内容： 第 1回「膨らむ仕事、どう楽しむ―劇場・音楽堂と社会包摂」  
  日時：令和 6 年９月 25 日（水）10：30～12：00 
  講師：谷本 裕 沖縄県立芸術大学音楽学部 教授 

 
 第 2回「障害特性と合理的配慮」  
  日時：令和 6 年 10 月 2日（水）10：30～12：00 
  講師：鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 
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 第 3回「事業企画の基礎」  
  日時：令和 6 年 10 月 16日（水）10：30～12：00 
  講師：鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

 
 第 4回「事例研究：障害者芸術文化活動の実践と協働」  
  日時：令和 6 年 10 月 30日（水）10：30～12：00 
  講師：西川 賢司 社会福祉法人グロー 専務理事 
     北村 成美 ダンサー・振付家、湖南ダンスカンパニー ディレクター 

 
 第 5回「事業を企画する」（ワークショップ）  
  日時：令和 6 年 11 月 12日（火）10：00～16：00 
  講師：鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 
  ファシリテーター：上岡 亜希 国際障害者交流センター ビッグ・アイ ディレクター 
  会場：東京都中小企業会館 9 階講堂 

 
モデレーター：間瀬 勝一 公益社団法人全国公立文化施設協会 名誉アドバイザー 
研修動画公開期間： 令和 7 年 2 月 4 日（火）～ 3 月 31 日（月） 
 ※受講生には、各講義後に先行して限定公開し、その後、上記期間内で一般公開。 

 
Ⅲ 施設・団体・地域等において取組の中心的な役割を担うために必要となる知識・能力を得るためのプログラム 

（Step3研修・経験者向け講座） 
目  的： 障害者を対象とした事業を実施している方を対象に、個々の課題をもとに講義とグループディスカ

ッションを通して学び、専門性の高い人材を養成し、質の高い（効果的な）事業の実施を促す。 
対 象 者： 劇場・音楽堂等の職員で、障害者を対象とした事業を実施している方、経験がある方 
募集期間： 令和 6 年 7 月 16 日（火）～ 8 月 14 日（水） 
募集定員： 12 名程度／申込者数：10 名／受講者数：10 名 
開催方式： プレ講座・第 2 回～第 6 回 オンライン（Zoom）、第 1 回 対面によるワークショップ 

 
研修内容： プレ講座  
  日時：令和 6 年９月 13 日（金）13：30～15：30 
  講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 
  ファシリテーター：渡部 和哉 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 芸術事業課課 
  長補佐 兼 共生社会担当副主幹 
           和田 久美子 公益財団法人川崎市文化財団 事業企画課担当係長 

 
第 1回「社会包摂の概念と事業の目的設定」（ワークショップ）  

  日時：令和 6 年９月 17 日（火）10：00～17：00 
  講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 
  ファシリテーター：渡部 和哉 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 芸術事業課課 
  長補佐 兼 共生社会担当副主幹 
           和田 久美子 公益財団法人川崎市文化財団 事業企画課担当係長 
  会場：東京都中小企業会館 9 階講堂 

 
第 2回「鑑賞サービスを進めていくために」  

  日時：令和 6 年 10 月 10日（木）10：00～12：00 
  講師：南部 充央 一般社団法人日本障害者舞台芸術協働機構 代表理事 

 
第 3回「組織の体制、連携を考える」  

  日時：令和 6 年 10 月 29日（火）10：00～12：00 
  講師：中村 雅之 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 横浜能楽堂 芸術監督 
     秦野 五花 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 横浜能楽堂 担当リーダー 

 
第 4回「どのような「参加」を実現したいのか」  

  日時：令和 6 年 11 月 28日（木）10：00～12：00 
  講師：吉野 さつき 愛知大学文学部 教授 

 
第 5回「事業評価（ロジックモデル、指標）を考える」  

  日時：令和 6 年 12 月 11日（水）10：00～12：00 
  講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 
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第 6回「まとめ・成果発表に向けて」  
  日時：令和 6 年 12 月 23日（月）13：30～15：30 
  講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

 
モデレーター：間瀬 勝一 公益社団法人全国公立文化施設協会 名誉アドバイザー 
研修動画公開期間： 令和 7 年 2 月 4 日（火）～ 3 月 31 日（月） 
 ※受講生には、各講義後に先行して限定公開し、その後、上記期間内で一般公開。 

 
 
（4）成果発表会 

目  的： 経験者向け講座の受講生を中心に、研修を通じて作成した事業企画案の発表を行い、実践に活かすと
ともに、企画案を共有し考える場とする。また、実践事例を共有し、それぞれの企画に役立てる。 

対 象 者： 令和 5・6 年度初心者・経験者向け講座受講生 
開催日時： 令和 7 年 1 月 22 日（水）10：30～15：45 
開催方式： オンライン（Zoom） 
配信会場： 品川動画配信スタジオ 
内  容： 

 
①事例発表  
実演芸術団体や劇場における、障害者を対象とした取組の先進事例を発表する。 
・リラックスパフォーマンス 《公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団》 
  講師：小山 久美 スターダンサーズ・バレエ団 代表・総監督 
・やってみようプロジェクト 《公益社団法人日本劇団協議会》 
  講師：福島 明夫 公益社団法人日本劇団協議会 専務理事 
     島袋 寛之 TEAM SPOT JUMBLE 俳優・演劇ワークショップコーディネーター 
     喜舎場 梓 舞台制作・演劇ワークショップコーディネーター 
・「劇場って楽しい!!」ほか県内での展開 《公益財団法人熊本県立劇場》 
  講師：佐藤 奈々絵 公益財団法人熊本県立劇場 事業グループ 

 
②成果発表  
令和 6 年度初心者向け講座の受講生代表および経験者向け講座の受講生が、講座を通じて企画した事業や
学びの成果を発表する。各発表後に、講師・モデレーターより講評を行う。 
  講師：柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 
     鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 

 
モデレーター：間瀬 勝一 公益社団法人全国公立文化施設協会 名誉アドバイザー 
研修動画公開期間：事例発表のみ、令和 7 年 2 月 17日（月）～ 3 月 31 日（月） 

 
（5）受講生交流会  

目  的： 受講生の情報交換、交流を行い、受講生間のネットワークを図る。 
対 象 者： 令和 5・6 年度初心者・経験者向け講座受講生 
開催日時： 令和 7 年 1 月 22 日（水）16：00～16：45 
開催方式： オンライン（Zoom） 
配信会場： 品川動画配信スタジオ 
内  容： 令和 5 年度と令和 6 年度の受講生が参加し、情報交換や交流を行う。 
講  師： 柴田 英杞 公益社団法人全国公立文化施設協会 アドバイザー 

鈴木 京子 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 副館長／アーツ・エグゼクティブ プロデューサー 
モデレーター：間瀬 勝一 公益社団法人全国公立文化施設協会 名誉アドバイザー 

 
（6）事業評価 

評価方法： ・受講者アンケートの実施 
 ・企画検討会議による事業評価 
公  開： 事業評価結果について事業報告書を作成し、ウェブサイトに公開する。 
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お問合わせ  

公益財団法人広島市文化財団 アステールプラザ 

〒730-0812 広島市中区加古町 4 番 17 号 TEL 082-244-8000 FAX 082-246-5808 

E-mail naka-cs@cf.city.hiroshima.jp  HP http://h-culture.jp/ 

主催 文化庁、公益社団法人全国公立文化施設協会 

広島県公立文化施設協議会、（公財）広島市文化財団 アステールプラザ 

劇場・音楽堂等による 

共生社会実現のための人材養成講座 
（広島県研修会） 

日  時 令和７年１月１０日（金） 
１３：３０～１６：００ （受付１３：００～） 

会  場 JMS アステールプラザ ４階 大会議室 AB 

参加費 無料 

定  員 １００名  

対  象 劇場・音楽堂等に関連のある方、興味のある方どなたでも 

 

「障害「 のある人の芸術文化活動を支える法的基盤と実際」 

講 長津 師： 結一郎氏 
（九州大学大学院芸術工学研究院 准教授） 

「アクロ「 ス福岡における社会包摂事業の取組み 

～芸術～ ×福祉 九州・沖縄ネットワーク会議における人材育成～」 

添嶋 講師： 麻里氏 
（公益財団法人アクロス福岡 事業部 事業グループ 

芸術文化チーム ディレクター） 

「最初の一歩を踏み出すために」 
長津 結一郎氏 添嶋 麻里氏 

川崎 （JMS久 ア司 ステールプラザ 事業担当主幹）    

下記フォームまたは電話にてお申し込みください 

https://forms.gle/TuA1LLGpEaKM6g4q7  TEL ０８２－２４４－８０００ 

 締     切     令和６年１２月２５日（水）  ※定員になり次第締め切ります 

講  演  

事例発表  

クロストーク 

文化庁委託事業 
「令和６年度障害者等による文化芸術活動推進事業」 

お申込み  
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お問い合わせ  熊本県公立文化施設協議会  ☎096-363-2234 （熊本県立劇場内）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日　時　2024年12月6日（金） 14：00 ～16：00 （受付13：30～）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会　場　宇土市民会館 大会議室（事務棟2F）
参加費　無 料
定　員　100人
対　象　劇場・音楽堂等に関連のある方、興味のある方どなたでも
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

内　容　講　演：吉野さつき（愛知大学文学部 教授）
事例発表：嶺  浩子・・ （熊本県立劇場 施設サービスグループ）
クロストーク：吉野さつき、嶺  浩子、本田恵介（宇土市民会館 館長）

お申し込みは下記フォームもしくはお電話で  　締 切：12月1日（日）

文化庁委託事業
「令和 6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

劇場・音楽堂等による
共生社会実現のための人材養成講座

熊本県研修会
～ 公共ホールが地域をささえる ～

申し込みフォーム  https://forms.gle/i2Q3cqZnB8xvfkVD9

お電話 096-363-2234　※定員になり次第締め切ります

主　催　文化庁
公益社団法人全国公立文化施設協会
熊本県公立文化施設協議会
宇土市民会館

後　援　公益財団法人熊本県立劇場

講師プロフィール

愛知大学文学部人文社会学科現代文化コースメディア芸術専攻教授

英国シティ大学大学院でアーツ・マネジメントを学び、公立劇場勤務、英国での研修（文化
庁派遣芸術家在外研修員）を経て教育、福祉等の場で芸術を用いた活動に携わる。日本財
団、国際障害者交流センター等との共同調査研究「障がい者の舞台芸術表現・鑑賞に関する
実態調査報告書」「障がい者による舞台芸術活動に関するケーススタディ調査」（2016 年）。
2017年度～ 2019年度厚生労働省の障害者芸術文化活動普及支援事業評価委員。2021 年度
～ 2022 年度文化庁の障害者等による文化芸術活動推進事業に係る企画審査委員。2022 年
度障害者文化芸術活動推進有識者会議構成員。Open Arts Network メンバー。異ジャンルコ
ラボバンド「門限ズ」メンバー。

熊本県立劇場 施設サービスグループ

熊本県立劇場の人材育成「公共ホール制作スタッフ養成講座」を経て劇場職員となる。主に
演劇事業と社会包摂の観点に立った事業に携わる。
教育や医療・福祉の関係者と連携して、ファシリテーターやコーディネーターの育成及びワー
クショップ ･プログラムの研究開発に取り組み、学校や障がい者・高齢者施設等の多様な現
場でワークショップを実践、舞台芸術の持つ可能性を検証する。「共生の劇場」を理念とする
劇場職員として、地域とのつながりを深めながら多様性を認め合う事業を模索している。

宇土市民会館 館長

1982 年、熊本県立劇場開館時に財団職員として採用され、2022年 3月まで約 40年間勤務。
この間、自主文化事業を中心に携わったほか、2016年の熊本地震では 事務局長として復旧・
復興にあたり、全国公立文化施設協会研究大会をはじめ、県内外で震災報告を行う。在任中は、
音楽、演劇、舞踊、伝統芸能など幅広い分野の事業制作にあたったほか、県内舞台制作スタッ
フの養成など人材育成にも力を入れた。
2023年 7月、宇土市民会館の館長に就任。
現在、全国公立文化施設協会の専門委員会特別部会委員のほか、熊本市男女共同参画センター
はあもにい運営審議会委員、熊本市流通情報会館評議委員会委員を務める。

～ 公共ホールが地域をささえる ～

劇場・音楽堂等による共生社会実現のための人材養成講座
熊本県研修会
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